
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の連携を促し活躍できる人材育成の在り方 

-コミュニティづくり講座（区特化型）の企画立案を通して- 
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はじめに    

 

 令和４年「第 11 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理～全ての人の

ウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～」で

は、人生 100 年時代、Society5.0 の到来、ＤＸの急速な進展、新型コロナウイルス感

染症への対応など、社会が急速な変化を続け、ＶＵＣＡの時代とも呼ばれる予測困難

な時代において、「学校教育以外の学び」の重要性が再認識されています。 

 また、生涯学習社会の基盤となるのは、個人の成長や自己実現のみならず、地域社会

の発展も含めたウェルビーイングの実現を支える地域コミュニティであることや、社

会教育は個人の教養の向上や生活文化の振興のみならず、人々の生活基盤を形成する

「学び」の実現を核とした地域づくりのための営みという性格を強くもっており、社

会教育が適切に機能することで地域コミュニティの基盤がより安定し、主体的に社会

を形成する住民の意識や活動の活性化につながるものであることも述べられています。

さらには、令和４年「教育進化のための改革ビジョン」（文部科学省）の内容も踏まえ、

学校内外での豊かな体験機会の充実、学校や家庭が地域や企業と連携を強めることで、

地域から支えられた子どもたちが、地域の一員としての当事者意識をもち、これから

の地域の担い手として活躍することが期待されていることなどについても述べられて

います。こうした個人を支える場と場を支える個人の相互作用の循環が大切であると

考えます。 

 本市においても、地域コミュニティとのかかわりを通して、子どもたちの豊かな土

曜日を実現するため、地域、保護者、外部人材、民間事業者等の協力を得て、伝統芸能

や科学実験等、体験を重視した学習を実施する「名古屋土曜学習プログラム（以下、

「土曜学習」）」の取組を行っており、多様な地域団体の人たちがコーディネーターや

講師として活躍しています。また、自分の学習成果や特技・能力などをボランティアと

して生かしたいという市民を募集・登録し、教育や生涯学習に関するボランティアの

指導・支援を必要とする地域や学校からの求めに応じて情報を提供する「教育サポー

ターネットワーク」の取組も行っています。「土曜学習」のコーディネーターや「教育

サポーターネットワーク」に登録している生涯学習ボランティアに対しては、それぞ

れ年に１回研修会を実施し、活動するために必要な知識・スキルを身に付けるための

学びの機会を提供しています。いずれの取組も、地域コミュニティの形成や地域づく

りを支える人材育成のため今後も進めていく必要がある一方、さらなる学びの機会を

通した地域コミュニティの形成に向けた新たな人材育成事業の企画立案が必要である

と考えます。 

そこで、国の動向や他都市の事例を整理し、「地域社会の連携を促し活躍できる人材

育成の在り方」をテーマに、生涯学習センター（以下、センター）など公的社会教育施

設で実施する新たな講座・事業の企画を提案します。 

本研究を、今後の地域づくりや人材育成に関する講座・事業の展開について考える際

の参考資料としてご活用いただければ幸いです。 

 

令和５年３月              

名古屋市教育委員会生涯学習部生涯学習課 
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Ⅰ 国の動向・他都市の事例 

 １  国の動向 

   令和４年８月に文部科学省は「第 11 期中央教育審議会生涯学習分科会における議

論の整理～すべての人のウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・

社会教育に向けて～」（以下、「議論の整理」）をとりまとめた【資料１】。国の動向に

ついては、「議論の整理」を基に述べていく。 

  (1) 現状 

   ○ 生涯学習と社会教育の基本的な役割 

生涯学習は、一人一人がより豊かな人生を送ることができるよう、個人の自発

的意思に基づいて行うことを基本として、生涯を通じて行うものである。ＶＵＣ

Ａ（Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：

曖昧性）の時代とも呼ばれる予測困難な時代において社会参画を果たしていくた

めには、児童期や青年期に学校教育を受けた後も、職業や生活に必要な知識を身

に付けるために、生涯学習は人生の諸段階に応じて必要となるものであり、個人

の人生を支え、自己実現を図る上で、重要な役割を果たすものである。 

また、生涯学習においては、多様な年代、属性の他者と共に学ぶことも多く、

そうした他者との関係性の中でより豊かな学びにつながるものであることから

も、ウェルビーイングの実現と密接不可分なものであると考えられる。 

社会教育は本来、地域コミュニティの構成員である住民が共に学ぶものであ 

り、地域づくりの営みという性格を強くもっている。また、学校教育で取り扱わ

れる内容の範疇に留まらない、社会の変化に即応した様々なテーマを幅広く学ぶ

ことができる。住民自身が主体的に学ぶ意思をもち、教え学び合う当事者となり、

その学習の成果が地域における活動に還元されるような循環が生まれることが

期待される。 

近年、防災、福祉、産業振興、文化交流など広義のまちづくり・地域づくりに

関する多様な行政分野において、その政策課題・地域課題の解決に向けて、関係

省庁が地域コミュニティに関する政策を提示している。その中では、世代や属性

の違いを超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所を整備することや、住民

に身近な圏域を中心として人と人、人と場所をつなぐことなどが必要とされると

ともに、住民の学びや活動の拠点として、社会教育及び社会教育施設が捉えられ

てきている。多様性をもちながら調和が取れた社会をめざしていくことが求めら

れる現在の我が国において、学びを通じて「ひとづくり・つながりづくり・地域

づくり」の循環を生むという従来から社会教育が担ってきた機能が重要視されて

いる点に改めて着目するべきである。 

社会教育の振興を図ることは、国・地方公共団体が取り扱う多くの政策分野で

考えられているコミュニティ施策による課題解決を支えるという点で重要であ

る。さらに、未来志向で「こうありたい自分、こうありたい地域の姿」を住民自

治の観点から考え、そのために必要な学びとその成果の還元とが循環する社会教

育を基盤とした地域コミュニティが形成されれば、様々な課題が深刻な問題とな

る前に地域で解決できることが期待される。このように、住民自治を支える社会

教育は、持続的な地域コミュニティを形成する社会全体の基盤である。 
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   ○ ウェルビーイングの実現 

ウェルビーイングの実現をめざすに当たっては、「個人」に着目するだけでな

く、その個人の家族・友人をはじめ日常的に関係をもつ「他者」、その個人が住

む地域・国といった個人が置かれている「場（文化・環境）」に着目することが

重要である。「個人」はその個人が置かれている「場」や「他者」の影響を大い

に受け、また、「個人」の状態はその個人の置かれている「場」や周囲の「他者」

に影響を与えるという相互の関係性があり、切り離して考えることはできない。 

   ○ 地域コミュニティの基盤としての役割 

社会教育は、個人の教養の向上や生活文化の振興のみならず、人々の生活基盤

を形成する「学び」の実践を核とした地域づくりのための営みという性格を強く

もっており、一般行政の基盤ともなる住民の信頼関係や相互支援の気風をつくる

など、社会基盤形成の役割を担ってきた。そのような社会教育が適切に機能する

ことで、地域コミュニティの基盤がより安定することは、住民の生活の安定や、

自己実現に向けた活動のしやすさにつながり、さらに、各地域における社会教育

の振興が図られることで社会全体の安定に寄与するとともに、主体的に社会を形

成する市民の活動の活性化につながるものであると考えられる。 

公民館等の社会教育施設における社会教育に関する活動は、社会教育関係団

体を対象として行われている例が多いと考えられる。そうした団体の組織基盤自

体が弱体化している一方で、地域で活動するＮＰＯや中間支援組織もあり、多様

な人材が社会教育に携わることで層の厚い社会教育の活動が展開されることが

期待される。これらのことから、これまでの社会教育関係団体の活動を継続する

努力のみならず、社会教育関係団体に所属していない個人やＮＰＯ等にとって参

加しやすい社会教育の活動、利用しやすい社会教育施設をめざす努力も必要であ

る。 

福祉、防災等、様々な分野において地域コミュニティに着目した施策展開がな

されており、いずれも地域住民の「学び」が重要な役割を担うことから、関連施

策と連携しながら地域づくりに資する社会教育の振興方策を講ずることが重要

であり、それは地域振興にも寄与するものである。その際、他分野の施策を実現

する手段としての連携にとどまらず、関連施策を主導する視点に立つ必要がある。 

(2) 方向性 

○ 公民館等の社会教育施設の機能強化、デジタル社会への対応 

公民館等の社会教育施設を活用した地域の教育力向上を図るためには、前述の

生涯学習・社会教育が果たしうる役割を踏まえ、社会的包摂の実現や地域コミュ

ニティづくり、地域課題の解決等において社会教育施設が果たすべき役割を明確

化するとともに、地域住民の意向が運営に取り入れられるようにすることなどに

より社会教育施設の機能強化を図ることが重要である。特に、公民館における地

域のコミュニティ拠点機能の強化を図る観点からは、子どもの居場所としての公

民館の活用、住民相互の学び合い・交流の促進、各地方公共団体における関連施

設・施策や民間企業等との連携を進めるとともに、地域住民や有識者からの外部

評価を活用した運営の改善や公民館への社会教育士の配置を進めることなどが

必要である。また、地域の実情に応じて、学校や公民館、図書館等の複合化・集
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約化、社会教育における学校施設や博物館等の施設の活用促進を図ることなども、

地域コミュニティ全体の連携を強化する有効な方策の一つと考えられる。 

また、社会教育施設においては、文化芸術活動を含む様々な体験活動その他自

治的・民主的な住民の一員として住民が主体的に社会参画する活動内容など、地

域におけるウェルビーイングの実現と密接な関わりのある活動が多く行われて

いる。デジタル化が進展する社会においても、人々がリアルに集うことができる

場所としての役割が重要であり、オンラインにより講座を受講できる機会を増や

すこととともに、住民同士がつながりをもてる機会を増やすことの双方が求めら

れる。 

○ 社会教育主事、社会教育士等の社会教育人材の養成と活躍機会の拡充 

社会教育主事は、社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の企画・実

施及び専門的な助言と指導に当たることを通じ、人々の自発的な学習活動を援助

する役割が期待されている。社会教育主事資格は、社会教育活動に携わる上で有

効な能力を身に付けることができる資格として広く社会教育関係者に認識され

ているものの、平成８年以降、都道府県・市町村教育委員会に置かれる社会教育

主事の数は減少の一途をたどっており、市町村における社会教育主事の配置率は

平成 30 年の社会教育調査では５割を下回っている現状が見られる。 

しかし、社会教育主事は、「学びのオーガナイザー」として、社会教育行政のみ

ならず、地域における多様な主体の地域課題解決の取組についても牽引する役割

を果たすことが期待されている。このことからも地域の課題に応じた関連部局・

団体や関連施策との連携・調整役として今後、社会教育主事の果たす役割はます

ます重要である。 

また、令和２年度から、社会教育主事の資格取得に係る社会教育主事講習又は

社会教育主事養成課程の修了者については、社会の多様な分野における学習活動

でも広く活用されるよう、社会教育士と称することができることとする制度改正

がなされており、令和２年度及び令和３年度で 2,456 人の社会教育士が誕生して

いる。令和２年度、令和３年度に社会教育士の称号を取得した者等を対象に活動

状況等に関するアンケート調査が実施されており、その結果を踏まえ、今後、社

会教育士が活躍することができる環境整備や、民間企業やＮＰＯ職員等の多様な

人材が社会教育に携わる機会の拡大を図ることが重要である。 

上記の状況を踏まえ、引き続き、地域の教育力向上による地域コミュニティ構

築に資する取組を推進するため、社会教育人材の量的拡大と質的向上を進める必

要がある。 
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２ 他都市の事例 

(1) 学校を場とした地域づくり（地域学校協働活動） 

① 岐阜県岐阜市立岩野田北小学校区の事例【資料２】 

〈組織概要〉 

学校に学校運営協議会を、地域に支援推進委員会（地域学校協働本部）を設置

している。学校運営協議会のメンバーは、学識経験者（会長を兼務）、自治会連合

会長、公民館長、青少年健全市民会議、ＰＴＡ会長等11名で構成されている。ま

た、支援推進委員会には、ＰＴＡや自治会など各種団体の代表が参加している。

支援推進委員会にて行われる会議によって、活動への協力の仕方について関係者

間の連携、調整を行っている。 

〈具体的な活動や子どもとの関わり〉 

「子どもたちが将来ふるさとについて語れるものが欲しい」という地域住民の

一言で、安心安全、学習支援、体験活動等、様々な活動を行っている。小学校の

登下校や余剰教室を活用した学習支援、授業参観での託児ボランティアなど、学

校の活動に直結した活動に多くの地域人材が関わっている。また、公民館とも連

携し、講師として講座を開催したり、学校での子どもの学習に講師として派遣さ

れたりしている。 

〈利点〉 

地域住民の一言から地域人材が学校の様々な活動に対して連携し始め、子ども

と関わることで地域人材が「子どものために頑張りたい」と思えるようになって

いる。 

② 東京都板橋区立舟渡小学校の事例【資料３】 

〈組織概要〉 

学校支援の組織化を図るため、平成 26 年に学校支援地域本部、さらに平成 30

年に板橋区のコミュニティ・スクール導入推進校となり、地域学校協働活動を開

始した。地域学校協働活動推進員は主任児童委員、青少年委員、舟渡小学校の元

校長であり、毎月のミーティングによって、教員からの支援の要請を振り分けて

いる。 

〈具体的な活動や子どもとの関わり〉 

「舟渡の子は舟渡で育てる」という合言葉のもと、地域が責任をもって子ども

を育てるための様々な活動を行っている。具体的には、小学校の生活科や社会科

において学区内で行われる学習に地域ボランティアとして安全確保を行ってい

たり、総合的な学習の時間におけるキャリア教育において講師のリストアップや

交渉を行っていたりしている。大学教員であるコミュニティ・スクール委員の協

力のもと、大学生が小学生と交流を深めている。 

〈利点〉 

活動を通して、多様な人材の参加を呼び掛けることができている。ボランティ

アのすそ野が広がり、今まで地域活動に参加しなかった世代が参加するようにな

っている。 
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(2) 地域の施設を場とした地域づくり 

① 神奈川県綾瀬市の事例【資料４】 

〈組織概要〉 

綾瀬市特産の高座豚を生かした「豚まん」の研究・普及を行っている市民団体

である。この団体は、平成14年に設立し、現在も活動を続けている。主に、公民

館主催の講座を受講した人が、年齢や性別を問わず参加している。 

〈具体的な活動や子どもとの関わり〉 

定期的な活動や小学校３年生を対象とした出前授業、ＰＴＡや成人学級等の出

前講座を行っている。また、豚まんを通して新たなコミュニティを築き、各自の

得意なことを生かしながら、会員同士で協力し、新規参加者も受け入れている。

〈利点〉 

高座豚という地域の特産を生かした、子どもから大人まで関わる活動となって

おり、多様な世代によってコミュニティが築かれている。 

② 千葉県四街道市の事例【資料５】 

〈組織概要〉 

平成22年に、地域づくりの拠点となる「みんなで地域づくりセンター」を設置

した。地域づくりコーディネーターを配置し、地域と連携しながら地域づくりを

進めている。 

〈具体的な活動や子どもとの関わり〉 

平成24年に始まった「寺子屋プロジェクト」は、公民館で行われる小学生を対

象とした学習支援・体験学習である。学校、大学、公民館のそれぞれのニーズを

達成できる取組となっており、公民館と地域とがつながっている。その後、公民

館の中で縦のつながりが生まれたり、学生主体で企画運営をしたりしている。ま

た、学生だけで企画運営が難しい場合は、公民館を利用しているボランティア団

体やサークルと連携して体験学習を行っている。 

〈利点〉 

地域の大学生や公民館を利用するボランティア団体、サークルと連携している

点や、学生ボランティアができるときにできる分だけ参加し、ボランティア同士

がゆるやかなつながりをつくりながら、子どもを対象とした学習成果還元の場と

なっている。 

 

これまでに述べた上記の事例から、円滑な地域づくりに共通するものとして以下の

点があげられる。 

・ 子どもの豊かな学び・育ちを保証し、目標を達成するための手段として実施し

ていること。 

・ 「子どもたちに学習成果を還元する」という点を終着点とし、地域人材に働き

かけていること。 

・ 新しい活動を始めたり、新しい組織を作ったりするのではなく、既存の活動や

組織を生かしながら、これまで実践・蓄積された活動や地域資源、地域人材を活

用していること。 
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Ⅱ 研究の方向性 

本市では、教育委員会以外にも、全庁的に地域づくりに関わる施策、事業を行ってい

る。 

スポーツ市民局では、住民の交流、親睦行事、安心・安全で快適なまちづくりに関す

る活動など様々な地域活動のために、学区連絡協議会をはじめとする地域団体によって、

地域活動の魅力向上や新たな活動への取組を推奨している【資料６】。 

住宅都市局では、地域住民などの多様な主体による、より良い環境を築き地域の価値

を向上させる取組として、地域まちづくりを進めるために「地域まちづくり推進要綱」

を策定し、地域のまちづくりの活動・組織両面を継続的、段階的に支援している【資料

７】。 

防災危機管理局では、地域で「助け合いの仕組みづくり」への取組を推奨し、自主防

災組織の訓練や防災訓練を実施するだけでなく、個別支援計画や学区防災カルテ等を作

成し、学区で助け合うための講習会や説明会を行うことを推奨している【資料８】。 

健康福祉局では、名古屋市地域支えあい事業を進め、各区社会福祉協議会のコミュニ

ティワーカーと連携を図りながら地域住民同士で手助けできるようにする活動を行っ

ている。具体的には、地域住民の中でコーディネーターを育成し、地域住民の中からボ

ランティアを募り、ごみ出しや電球の交換などの生活支援を提供している【資料９】。 

その他各部局においても、それぞれの事業、業務などで、地域づくりに関わる施策、

事業を行っている。 

教育委員会では、「名古屋土曜学習プログラム」【資料 10】や「教育サポーターネット

ワーク」【資料 11】など地域づくりに寄与する人材育成事業を行っている。また、各区

にあるセンターを中心に地域活動を進めることにもつながる自主学習グループの活動

を様々な形で支援している。センターでは、年に１回２日間を通してセンターまつりを

実施し、自主学習グループ支援のみならず、センターと地域との交流の場としている。

上記各地域づくりの活動を考えたときに、生涯学習課としては以下の点をより意識して

取り組む必要性がある。 

・ 他部局との関わり 

・ センターを活用した地域づくりに寄与する取組の拡充 

・ 地域で活躍する人材のさらなる発掘と育成 

 １ コミュニティづくり講座について 

   上記の取り組む必要性を考えるに当たり、生涯学習を通した人材育成を強みとす

る生涯学習課としては、センターのさらなる活用を促し、他部局等の事業へ学びを通

して育成した人材を提供することにもつながるコミュニティづくり講座を新たに企

画立案していく。その上で、次頁【図１】のように、コミュニティづくり講座を地域

コミュニティの形成へとつなげていきたい。 

   そこで、地域の未来を創造していく意識付けとするために、子ども対象のイベント

に関わる講座（全市型・区特化型）を通して、 

・ 地域への理解を深めるための学習 

・ 地域の人々のふれあいを進めるための学習 

・ 地域づくりを促進する人材を育成するための学習 

などを行い、地域における人づくり・つながりづくり・地域づくりを進めることがで

きるように各区のセンター等で講座を開催する。 
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生涯学習センター等の主催事業等の受講料に関する要綱第３条⑸「コミュニティづ

くりを進めることを目的とした講座等区の地域性を生かした講座」として受講料を無 

料で実施し、最終回に子ども対象のイベント開催を計画し、「学習する」「話し合う」

「学習成果を還元する」といった段階を踏んで行うことができるようにする。対象は

市民一般、定員は20人程度とし、最終回に還元活動を行うことで、今後も地域の活動

へ積極的に参画していこうとするための自信をもてるように講座を企画立案してい

く。 

具体的には、１～４コマ目で、学習活動を行い（座学、実習は問わない）５コマ目

で、学習の成果を生かした子ども向けのイベント（既存の事業への参加でも、別事業

の立ち上げでも可）を開催できるように企画する。 

受講者が学んだ成果を生かして活動する喜びを感じ、今後も同様な学びの機会、活

動が行われる際には、参加・協力したいと感じることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全市型と区特化型の意義 

・ 全 市 型：地域事業を支える上で必要な知識、思い、経験を中心に学ぶ 

・ 区特化型：地域への愛着、帰属意識をもつ内容に特化して学ぶ 

３ 区特化型の必要性 

地域づくりを進める上で、地域への愛着、帰属意識は必要不可欠であると考える。

受講者にとっての地域の大切さだけでなく、子どもにとって地域が大切であることを

学ぶことができるようにしたい。また、センターを中心とした地域づくりのためには、

その区に特化した内容を学ぶことが大切であり、ひいては各区で活躍しているなごや

学マイスター等を活用することも考えられる。さらに、区に特化した内容を学ぶこと

を通して地域での新たなつながりを生むことが期待される区特化型のコミュニティ

づくり講座を取り上げていく。 

  

【図１】コミュニティづくり講座の事例 

 3/13 
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Ⅲ 研究の内容 

１ 事例①（中村区の現状を踏まえて） 

○ 講座の概要について 

タイトル 
☆コミュニティづくり講座☆ 

人生大出世物語～地域の誇り秀吉について伝えよう～ 

ねらい 

中村区は、豊臣秀吉の生誕地として知られており、秀吉は地域の誇りでもある。

そこで、本講座では、秀吉という地域の誇りについての学びを深めるとともに、

発信していく活動を行い、地域の魅力を感じることを通して、地域づくりを促進

する人材を育成していく。聞いたり、見たり、調べたりして得た知識を活用する

場として、「太閤秀吉シンポジウム」とのコラボレーション企画「太閤秀吉 人生

大出世物語」を実施して、地域の子どもを招待した発表会を実施する。こうした

活動を実施することで、地域の人とのふれあいを進め、地域への理解を深める

とともに、地域づくりを促進する人材を育成していく。 

○ 講座の内容について 

１ 

会場 現地学習（名古屋市秀吉清正記念館） 

コマタイトル 人生大出世物語～名古屋市秀吉清正記念館を訪れて～ 

コマのねらい 

秀吉のことを知るために、名古屋市秀吉清正記念館を訪れて、学芸員

から秀吉の大出世に関する話を中心に聞く。また、施設の見学をする

ことで、秀吉について学びを深める機会とする。 

２ 

会場 現地学習（太閤秀吉功路 人生大出世夢街道） 

コマタイトル 地域への理解～人生大出世夢街道を歩こう～ 

コマのねらい 

 「中村まち歩きマイスターの会」のガイドを聞き、「太閤秀吉功路 人

生大出世夢街道」の取組内容や街道周辺にある秀吉由来の史跡につ

いての学びを深めることで、地域の魅力を実感する。 

３ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル もっと知ろう秀吉～書物から分かること～ 

コマのねらい 
名古屋市秀吉清正記念館の学芸員の協力を得て、秀吉についての資

料を読み解いていき、秀吉についての学びを深める機会とする。 

４ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル 太閤秀吉人生 大出世物語に向けて～発表内容を決めよう～ 

コマのねらい 

前回の講座からそれぞれが調べてきたことを発表し合ったり、講座で

の学びを振り返ったりすることで、子どもに伝えたい発表内容を決め

ていく。また、実際にリハーサルを行い、発表会に向けての準備を行

う。 

５ 

会場 中村文化小劇場ｏｒ視聴覚室 

コマタイトル 太閤秀吉人生 大出世物語～太閤秀吉シンポジウムを盛り上げよう～ 

コマのねらい 

「太閤秀吉シンポジウム」とのコラボレーション企画「太閤秀吉 人生大

出世物語」を実施して、地域の子どもを招待した発表会を実施する。

また、発表会の反省会を行い、今後の活動に生かすことができるよう

にする。 
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○ ５コマ目の事業について 

概要 

既存の行事 or 新規 

中村区では、中村区が豊臣秀吉の生誕地であることや豊臣秀吉の魅力を発信

する「太閤秀吉シンポジウム」を毎年実施している。そこで、「太閤秀吉シンポジ

ウム」とのコラボレーション企画「太閤秀吉 人生大出世物語」を実施して、地域

の子どもを招待した発表会を実施する。また、発表会後に反省会を行い、今後

の活動に生かすことができるようにする。 

対象 小学生 

参加の 

仕方 

運営ボランティアとして、「太閤秀吉 人生大出世物語」参加者の子どもに対し

てフォローアップをしたり、全体の運営を補助したりする。 

講座 

修了後 

中村区の魅力を伝えることの大切さだけではなく、講座を通して関わってきた中

村区の魅力を発信している人がいることの大切さについても振り返る。そして、

今後も中村区を盛り上げる地域のイベントの運営などを通して、地域を活性化

していく大切さについて理解する。 
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２ 事例②（熱田区の現状を踏まえて） 

○ 講座の概要について 

タイトル 
☆コミュニティづくり講座☆ 

尾張・熱田は魚でもつ～魚食を広めて、地域づくりに貢献～ 

ねらい 

熱田区には、中央卸売市場があり、毎日新鮮な魚が名古屋港や全国から届い

ている。その歴史は古く、室町時代後期には魚類の商いが行われており、江戸

時代には尾張藩の保護を受け「熱田魚市場」として発展したことを由来としてい

る。そこで熱田の食文化に魚が深く関わっていることを知り、魚を食べることに

興味をもってもらうために、「耳石」を探して採る「耳石ハンター」の活動を行う。 

耳石を採ることを通して、魚に興味をもった人が、周りの人にも伝えることで、魚

食を通した地域のつながりづくりをしていくことができるようにしたい。 

○ 講座の内容について 

１ 

会場 料理室 

コマタイトル 集まれ！！耳石ハンター 

コマのねらい 

魚食の効用を学ぶとともに耳石採取の活動を通して、耳石ハンターの

活動の魅力を確認したり、さらにこの魅力を伝えたいという思いをもっ

たりすることで、どのようなことを伝えていきたいか、話し合い、伝える

活動につなげるようにする。 

２ 

会場 現地学習（大名古屋食品卸センター） 

コマタイトル 市場を見学しよう 

コマのねらい 

名古屋卸売市場の隣にある大名古屋食品卸センターを見学すること

で、どのような商品がどのように売られているのかを実際に見て、魚食

を推進するための取組を知ることができるようにする。 

３ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル イベントを企画しよう 

コマのねらい 

講師の経験を聞き、イベントの流れを自分たちで考えることを通して、

魚食の効用や耳石ハンターとしての活動を子どもに伝える意欲を高め

る。 

４ 

会場 視聴覚室・第３集会室・美術室 

コマタイトル 耳石ハンターの活動を伝えるために 

コマのねらい 

これまでに学んだ魚食の魅力について、具体的に伝える方法を考え

る。グループを組み、当日の役割分担をし、受講者同士で、企画運営

を行い、リハーサルまで行うことができるようにする。 

５ 

会場 視聴覚室・第３集会室・美術室 

コマタイトル 食育事業「この夏、一緒に魚好きになってみませんか」を盛り上げよう！ 

コマのねらい 
小中学生を対象にした事業で、成果発表をする。成果発表後には、振

り返りを行い、今後の活動に意欲をもつことができるようにする。 
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○ ５コマ目の事業について 

概要 

既存の行事 or 新規 

講師は瀬戸市、岩倉市などの小学校で、耳石採取の講義のみならず、かつお節

けずり体験や魚拓体験など、魚に興味をもち、魚食を広める活動を行っている。

そこで、講師のノウハウを生かし、熱田生涯学習センターにおいて小中学生を対

象にした事業を企画し、その事業の運営にコミュニティづくり講座受講者をボラ

ンティアとして活用する。具体的には、耳石採取体験、かつお節けずり体験、魚

拓体験のブースを設置し、そこで小中学生に対して説明や体験の補助を行う。 

対象 小中学生 

参加の 

仕方 

運営ボランティアとして活動し、参加者とともに楽しむとともに、担当のブースで

は、説明や体験の補助を行う。 

講座 

修了後 

熱田区の食文化の魅力を伝えることの大切さだけでなく、地域で事業を実施

し、支える人の存在の大切さについても振り返り、今後も生涯学習センターの講

座・事業や地域でのイベント運営などを通して、地域を活性化していく大切さに

ついて理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

３ 事例③（南区の現状を踏まえて） 

○ 講座の概要について 

タイトル 
☆コミュニティづくり講座☆ 

南区“映え”発見・発信隊～伝えたい南区の魅力～ 

ねらい 

「こころのかよう、あったかいまち南区」を基本方針としている南区は、区政運営

方針のめざすべき南区の姿の一つとして「魅力あふれるまち」を掲げている。本

講座では、南区の魅力あるスポットを発見・発信していく地域人材の発掘を行

う。南区の魅力あるスポットについて発見・発信している講師から、魅力発信に

つながる思いを聞き、南区への愛着を深める。また、魅力を自ら発見・発信する

思いをもつことで、今後も南区を盛り上げていこうとする意識を高める。 

○ 講座の内容について 

１ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル 
南区“映え”発見・発信隊になってみませんか？ 

～＃南区ってステキ☆～ 

コマのねらい 

南区の様々な魅力について講師から聞き、南区への愛着を深める。ま

た、南区の魅力を発見し、発信していく意欲を高める。また、発信する

方法を考えていく。 

２ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル 魅力発見・発信の思いを高めたい！～大切なトリセツ～ 

コマのねらい 

魅力発見・発信に必要なスキルを学ぶ。写真の写し方や載せ方、動画

制作のコツなどをその道に通じている講師から学ぶ。また、実際に発

信する材料（写真や動画）を撮りながら、コツを学ぶ。 

３ 

会場 現地学習（呼続公園周辺）（見晴台古墳周辺） 

コマタイトル 南区“歴史映え”“自然映え”発見・発信～さあ実践～ 

コマのねらい 

南区には数多くの時代を巡ってきた寺社や古墳などが数多く残ってい

る。また、自然の魅力があふれる場所も多い。そこで、南区の歴史的な

魅力を発信している講師から、南区に古くから伝わる歴史を聞き、南

区の魅力を感じ、発信しようとする意欲を高める。また、自然について

も魅力を感じ、南区の魅力を発見・発信できるようにする。 

４ 

会場 現地学習（見晴台古墳周辺） 

コマタイトル 南区“映え”発見・発信隊に～さあ発信～ 

コマのねらい 
撮りためた写真や動画をもとに、受講者同士で素材を共有しながら、

南区の魅力を発信できるような成果物を制作する。 

５ 

会場 南区役所会議室 

コマタイトル ＃南区ってステキ☆なところ～みんなに広げよう～ 

コマのねらい 

南区在住の子ども（～高校生まで）に向けて、南区の魅力を発表する。

成果物を発表する活動を通して、地域の魅力を発信していく意欲を高

め、これからも地域の活動に参加・協力したいと感じることができるよ

うにする。 
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○ ５コマ目の事業について 

概要 

既存の行事 or 新規 

南区の「魅力発見発信プロジェクト」が令和４年度南区区政運営方針に新たに

記載された。その流れを汲んで、「南区の魅力スポットを紹介する動画の制作

や、参加者自らが南区の魅力を発信する事業を行う」としている。そこで、その

事業で活躍できるボランティアとして、コミュニティづくり講座受講者を活用す

る。具体的には、参加する小学生～高校生に南区の魅力が伝わるように、フォロ

ーアップするとともに、最後まで楽しむことができるようする。 

対象 小学生～高校生 

参加の 

仕方 

講師や学習支援者とともに運営ボランティアとして活動し、参加者とともに楽し

むとともに、参加者の小学生～高校生に対して学びのフォローアップを行う。 

講座 

修了後 

南区の歴史や自然の魅力を伝える大切さだけでなく、地域で活躍して、地域を

支えている人の大切さについても知り、今後も南区を盛り上げる地域のイベント

の運営などを通して、地域を活性化していく大切さについて理解する。 
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４ 事例④（守山区の現状を踏まえて） 

○ 講座の概要について 

タイトル 
☆コミュニティづくり講座☆ 

守山の自然を生かした地域づくりしてみませんか 

ねらい 

「人と自然の調和する 元気あふれるまち守山」を区政運営方針上でめざすべ

き将来像としている守山区は、北に庄内川、南に矢田川が流れ、名古屋市で最

も高い山である東谷山がある。その他にも小幡緑地や八竜湿地をはじめ大小

様々な自然が残されており、市内 16区で一番の緑被率を誇る。  

本講座では、守山区に残る貴重な自然、そこに生息する植物、生き物について

学び体感し、守山区への愛着を深める。また、「まめなしのお花見&観察会」に

ボランティアとして参加し、観察会参加者に対して守山区の自然の魅力を積極

的に伝え、今後も守山区の地域を盛んにしていく意識を高めるようにする。 

○ 講座の内容について 

１ 

会場 視聴覚室 

コマタイトル 緑あふれる守山区の自然の魅力 

コマのねらい 

市内一番の緑被率を誇る守山区には、今後も守っていきたい自然が

多くある。区内の様々な自然について知るとともに、区の自然保護の

取組の一つである、守山自然ふれあいスクールについても学び、自然

への関心を高める。 

２ 

会場 現地学習（小幡緑地） 

コマタイトル 小幡緑地の自然を感じる～植物・生き物の宝庫～ 

コマのねらい 

小幡緑地を中心に自然観察会や湿地、希少生物の保全保護を行う

「愛知守山自然の会」のメンバーとともに、小幡緑地を巡り、多様な植

物や生き物が生息する小幡緑地を知り、守山区の魅力を感じる。 

３ 

会場 現地学習（東谷山） 

コマタイトル 東谷山の自然を感じる～古墳がとけこむ山の緑～ 

コマのねらい 

名古屋市最高峰 198ｍの東谷山を巡り、緑が多く残されていることを

感じる。また、古墳群についての説明も聞き、古代より続く守山区の自

然の風景を思い浮かべる。 

４ 

会場 現地学習（八竜湿地） 

コマタイトル 八竜湿地の自然を感じる～貴重な東海固有種の数々～ 

コマのねらい 

通常入ることが出来ない湿地の中に入り、モウセンゴケ、クロミノニシ

ゴリなど、この地方の湿地にのみ生息する生き物や植物を観察し、守

山区に残されている自然の貴重さ、大切さを感じる。 

５ 

会場 現地学習（蛭池公園） 

コマタイトル 「まめなしのお花見&観察会」にボランティアとして参加しよう 

コマのねらい 

「守山自然ふれあいスクール」が主催する「まめなしのお花見&観察

会」において、参加者の子どもに対して説明を行うボランティアとして

参加し、守山区の自然を愛し守っている人たちの熱意を感じるとも

に、地域のために活動する大切さを感じる。 

 



15 

○ ５コマ目の事業について 

概要 

既存の行事 or新規 

「守山自然ふれあいスクール」とは、守山区の貴重な自然を守り育てようとして

いる自然保護団体等のグループと区役所などの行政が一体となって自然を守

るために活動をしたり、守山の自然をもっと色々な人に知ってもらうためのＰＲ

啓発活動をしたりしている。その守山自然ふれあいスクールが主催している「ま

めなしのお花見＆観察会」にコミュニティづくり講座受講者をボランティアとして

活用する。具体的には、「まめなしのお花見＆観察会」に参加する小学生に対し

て講師が伝えたことをさらに深まるようにフォローアップするとともに、参加小学

生が最後まで楽しむことができるようにともに楽しく「まめなしのお花見＆観察

会」に参加する。 

対象 

小学生 

※ 通常観察会は一般のみだが、コミュニティづくり講座受講者を運営ボラン

ティアとして活用するために、別途小学生を 1２人程度募集する。 

参加の 

仕方 

講師や学習支援者とともに運営ボランティアとして活動し、参加者とともに楽し

むとともに、参加者の小学生に対して学びのフォローアップを行う。 

講座 

修了後 

守山区の自然の魅力を伝えることの大切さだけでなく、地域で事業を実施し、

支える人の大切さについても振り返り、今後も地域でのイベント運営などを通し

て、地域を活性化していく大切さについて理解する。 
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Ⅳ おわりに 

  本研究では、地域で活躍したいという思いをもった市民に対して、コミュニティづく

り講座（区特化型）の企画立案を通して、子どもとの関わりが地域活動への契機となる

ように提案した。受講者には講座終了後、既存の地域づくりの取組に目を向け、協力し

ていく気持ちをもつことができるようになることを期待する。また、周りの人にも声を

掛け、地域で活躍するだけでなく、地域社会の連携を促せることに意欲をもてるように

呼び掛ける。 

  今後、コミュニティづくり講座を継続して実施していくことで【図２】のように、受

講者が地域に戻り活躍し、個人を支える場と場を支える個人の相互作用の循環へとつ

なげていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】コミュニティづくり講座を通した 

個人を支える場と場を支える個人の相互作用の循環 
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【資料１】第 11 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理～すべての人のウェルビーイングを

実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～（令和４年８月） 

２ 生涯学習・社会教育が果たしうる役割 

１）生涯学習・社会教育の基本的な役割 

＜生涯学習について＞ 

 （中略） 

○ 生涯学習は、一人一人がより豊かな人生を送ることができるよう、個人の自発的意思

に基づいて行うことを基本として、生涯を通じて行うものである。VUCA の時代とも呼

ばれる予測困難な時代において社会参画を果たしていくためには、児童期や青年期に

学校教育を受けた後も、職業や生活に必要な知識を身に付けるために人生の諸段階に

応じて必要となるものであり、いわば個人の人生を支え、自己実現を図る上で、重要な

役割を果たすものである。特に、例えば、障害等により、あるいは長期にわたる欠席や

中途退学を経験したことにより、教育機会を十分に得られずに中等教育を終えた若者

をはじめとする、いわゆる困難な状況にある若者にとっては、進学を含む新たな社会生

活や職業生活を始めるために必要な知識を身に付ける意味でも重要な役割を果たすも

のであり、個人が置かれた状況に応じて、学び直しをしながら社会参画を繰り返してい

ける社会の実現が望まれる。 

 （中略） 

〇 また、生涯学習においては、多様な年代、属性の他者と共に学ぶことも多く、そうし

た他者との関係性の中でより豊かな学びにつながるものであることからも、ウェルビ

ーイングの実現と密接不可分なものであると考えられる。 

＜社会教育について＞ 

〇 本来、社会教育は、地域コミュニティの構成員である住民が共に学ぶものであり、地

域づくりの営みという性格を強く持っている。また、社会教育においては、学校教育で

取り扱われる内容の範疇に留まらない、社会の変化に即応した様々なテーマを幅広く

学ぶことができる。住民自身が主体的に学ぶ意思を持ち、教え学び合う当事者となり、

その学習の成果が地域における活動に還元されるような循環が社会教育において生ま

れることが期待される。 

○ 近年、防災、福祉、産業振興、文化交流など、広義のまちづくり・地域づくりに関す

る多様な行政分野において、その政策課題・地域課題の解決に向けて、関係省庁が地域

コミュニティに関する政策を提示している。その中では、世代や属性の違いを超えて住

民同士が交流できる多様な場や居場所を整備することや、住民に身近な圏域を中心と

して人と人、人と場所を繋ぐことなどが必要とされるとともに、住民の学びや活動の拠

点として、社会教育及び社会教育施設が捉えられてきている。多様性を持ちながら調和

のある社会を目指すことが求められる現在の我が国において、学びを通じて「人づく

り・つながりづくり・地域づくり」の循環を生むという従来から社会教育が担ってきた

機能が重要視されている点に改めて着目するべきである。 

○ 社会教育の振興を図ることは、国・地方公共団体が取り扱う多くの政策分野で考えら

れているコミュニティ施策による課題解決を支えるという点で重要である。さらに、未

来志向で「こうありたい自分、こうありたい地域の姿」を住民自治の観点から考え、そ

のために必要な学びとその成果が循環する社会教育を基盤とした地域コミュニティが



２ 

 

形成されれば、様々な課題が深刻な問題となる前に地域で解決できることが期待され

る。このように、住民自治を支える社会教育は、持続的な地域コミュニティを形成する、

社会全体の基盤である。 

 

２）ウェルビーイングの実現 

 （中略） 

○ ウェルビーイングの実現を目指すに当たっては、「個人」に着目するだけでなく、そ

の個人の家族・友人をはじめ日常的に関係を持つ「他者」、その個人が住む地域・国と

いった個人が置かれている「場（文化・環境）」に着目することが重要である。「個人」

はその個人が置かれている「場」や「他者」の影響を大いに受け、また、「個人」の状

態はその個人の置かれている「場」や周囲の「他者」に影響を与えるという相互の関係

性があり、切り離して考えることはできない。 

 

３）地域コミュニティの基盤としての役割 

 （中略） 

○ 社会教育は、個人の教養の向上や生活文化の振興のみならず、人々の生活基盤を形成

する「学び」の実践を核とした地域づくりのための営みという性格を強く持っており、

一般行政の基盤ともなる住民の信頼関係や相互支援の気風をつくるなど、社会基盤形

成の役割を担ってきた。そのような社会教育が適切に機能することで、地域コミュニテ

ィの基盤がより安定することは、住民の生活の安定や自己実現に向けた活動のしやす

さにつながり、さらに、各地域における社会教育の振興が図られることで社会全体の安

定に寄与するとともに、主体的に社会を形成する住民の意識や活動の活性化につなが

るものであると考えられる。 

○ 公民館等の社会教育施設における社会教育に関する活動は、社会教育関係団体を対

象に行われている例も多いと考えられる。そうした団体の組織基盤自体が弱っている

一方で、地域で活動するＮＰＯや中間支援組織もあり、そうした多様な人材が社会教育

に携わることで層の厚い社会教育の活動が展開されることが期待される。これらのこ

とから、これまでの社会教育関係団体の活動を継続する努力のみならず、社会教育関係

団体に所属していない個人やＮＰＯ等にとって参加しやすい社会教育の活動、利用し

やすい社会教育施設を目指す努力も必要である。 

○ 福祉、防災、農山漁村振興等、様々な分野において地域コミュニティに着目した施策

展開がなされており、いずれも地域住民の「学び」が重要な役割を担うことから、関連

施策と連携しながら地域づくりに資する社会教育の振興方策を講ずることが重要であ

り、それは地域振興にも寄与するものである。その際、他分野の施策を実現する手段と

しての連携にとどまらず、関連施策を主導する視点に立つ必要がある。 

  

３ 今後の生涯学習・社会教育の振興方策 

１）公民館等の社会教育施設の機能強化、デジタル社会への対応 

○ 公民館等の社会教育施設を活用した地域の教育力向上を図るためには、前述の生涯

学習・社会教育が果たしうる役割を踏まえ、社会的包摂の実現や地域コミュニティづく

り、地域課題の解決等において社会教育施設が果たすべき役割を明確化するとともに、



３ 

 

地域住民の意向が運営に取り入れられるようにすることなどにより社会教育施設の機

能強化を図ることが重要である。特に、公民館における地域のコミュニティ拠点機能の

強化を図る観点からは、子供の居場所としての公民館の活用、住民相互の学び合い・交

流の促進、各地方公共団体における関連施設･施策や民間企業等との連携を進めるとと

もに、地域住民や有識者からの外部評価を活用した運営の改善や公民館への社会教育

士の配置を進めることなどが必要である。また、地域の実情に応じて、学校や公民館、

図書館等の複合化・集約化、社会教育における学校施設や博物館等の文化施設の活用促

進を図ることなども、地域コミュニティ全体の連携機能を強化する有効な方策の一つ

と考えられる。 

○ また、社会教育施設においては、文化芸術活動を含む様々な体験活動その他自治的・

民主的な住民の一員として住民が主体的に社会参画する各種活動など、地域における

ウェルビーイングの実現と密接な関わりのある活動が多く行われている。デジタル化

が進展する社会においても、人々がリアルに集うことができる場所としての役割は重

要であり、オンラインにより講座等を受講できる機会を増やすこととともに、住民同士

が対面によりつながりを持てる機会を増やすことの双方が求められる。 

（中略） 

２）社会教育主事、社会教育士等の社会教育人材の養成と活躍機会の拡充 

○ 社会教育主事は、社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の企画・実施及び

専門的な助言と指導に当たることを通じ、人々の自発的な学習活動を援助する役割が

期待されている。社会教育主事資格は、社会教育活動に携わる上で有益な能力を身に付

けることができる資格として広く社会教育関係者に認識されているものの、平成８年

以降、都道府県・市町村教育委員会に置かれる社会教育主事の人数は減少の一途をたど

っており、市町村における社会教育主事の配置率は平成 30 年の社会教育調査では５割

を下回っている現状が見られる。 

○ しかし、社会教育主事は、「学びのオーガナイザー」として、社会教育行政のみなら

ず、地域における多様な主体の地域課題解決の取組についてもけん引する役割を果た

すことが期待されるものであることを踏まえれば、地域の課題に応じた関連部局・団体

や関連施策との連携・調整役として社会教育主事の配置を促進する必要がある。 

○ また、令和２年度から、社会教育主事の資格取得に係る社会教育主事講習又は社会教

育主事養成課程の修了者については、社会の多様な分野における学習活動でも広く活

用されるよう、社会教育士と称することができることとする制度改正がなされており、

令和２年度及び令和３年度で 2,456 人の社会教育士が誕生している。 

○ 令和２年度、令和３年度に社会教育士の称号を取得した者等を対象に活動状況等に

関するアンケート調査を実施しており、その結果を踏まえ、今後、社会教育士が活躍す

ることができる環境整備や、民間企業や NPO の職員等の多様な者が社会教育に携わる

機会の拡大を図ることが重要である。 

  



４ 

 

【資料２】岐阜県岐阜市立岩野田北小学校区の事例 
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【資料３】東京都板橋区立舟渡小学校の事例 
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【資料４】神奈川県綾瀬市の事例 
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【資料５】千葉県四街道市の事例 
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【資料６】名古屋市スポーツ市民局での取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料７】名古屋市地域まちづくり推進要綱（抜粋） 

名古屋市地域まちづくり推進要綱  

 令和 4 年 4 月 1 日 

 

本市では、これまで行政主体のハードを中心としたまちづくりや、面的な規制・誘導

など全市的な視点でのまちづくりが進められてきたが、今後は、これらの取組に加え、

地域ごとの課題や魅力を踏まえたまちの将来像を地域で共有し、まちづくりの計画・ル

ールづくりから将来にわたる施設等の活用・管理などを、多様な主体が協力しながら進

めていくことが求められている。 

地域住民等が中心となって、行政等の関係団体と協力しながら、自主的・自発的に、

まちづくり構想の策定や構想に基づく実践を展開し、さらにその動きがエリアマネジメ

ントなどの自立的・継続的な取組へとつながることで、市内の各地域が魅力的な特色を

持ったまちへと持続的に発展することができる。 

本市は、このような地域まちづくりの必要性の高まりについての認識を市民等と共有

し、市民が行う創意工夫にあふれたまちづくり活動を支援する公益財団法人名古屋まち

づくり公社（以下「公社」という。）と連携協力し 、多様な主体が一体となって地域ま

ちづくり支援制度を推進するため、本要綱を制定するものである。 

 

第 1 章 総則 

  

（目的） 

第 1 条 この要綱は、地域まちづくりに関する市民等、本市及び公社の役割を明らかに

するとともに、本市内で多様な主体が一体となった地域まちづくり及び市民が行う創

意工夫にあふれたまちづくり(以下、「地域まちづくり等」という｡）を推進していく

ために必要な事項を定めるものである。 

 

 （定義） 

第 2 条 この要綱において使用する用語は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）、都

市計画法（昭和 43年法律第 100号）、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22

号）及び景観法（平成 16年法律第 110号）において使用する用語の例によるほか、
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次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 地域まちづくり 地域において、地域住民等、その他多様な主体が、より良い環

境を築き、地域の価値を向上させるために行う、地域の資源や特性を活かした自発

的・自立的な市街地の形成・維持・改善及び活用に関する取組をいう。 

(2) 市民等 市内において、居住する者、事業を営む者、土地若しくは建物等を所有

する者又は地域まちづくりに関する活動を行う者をいう。 

(3) 地域住民等 市内の地域まちづくりが行われている又は行われようとしている地

域において、居住する者、事業を営む者又は土地若しくは建物等を所有する者をい

う。 

(4) まちづくり組織 地域住民等が中心となって地域まちづくりに取り組む又は取り

組もうとする組織をいう。 

(5) 活動地域 まちづくり組織が実際に活動を行う地域で、地域の資源及び特性を共

有する一団のまとまりがある区域をいう。 

(6) まちづくりの方針 地域まちづくりの推進を目的に、まちづくり組織が定めるま

ちの将来像及び将来像に基づく活動の方針をいう。 

(7) まちづくり構想 地域まちづくりの実践に向けて、地域の資源、特性並びに課題

を踏まえた現状認識、まちづくりの方針及び同方針に基づく具体的な取組内容等

を、まちづくり組織が活動地域の地域住民等に周知し、その意見を反映させ策定し

たものをいう。 

(8) まちのルール 地区計画、景観協定又は建築協定等地区の特性にふさわしい良好

な環境の整備保全を図るための計画やルールをいう。 

2 この要綱において「地域まちづくり支援制度」とは、公益財団法人名古屋まちづく

り公社地域まちづくり推進要綱（以下「公社地まち推進要綱」という。）第 2 条第 2

項に規定するものをいう。 

 

（市民等の役割） 

第 3 条 市民等は、地域まちづくり等を推進するために、地域まちづくり支援制度に主

体的に関わることによって、地域がより良いものとなるよう努めるものとする。 

2   市民等は、市及び公社が行う地域まちづくり等の推進のための施策等について協力

するものとする。 
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【資料８】名古屋市防災危機管理局での取組 
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【資料９】名古屋市健康福祉局での取組 
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【資料 10】令和４年度名古屋土曜学習プログラム実施の手引き 
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【資料 11】教育サポーターネットワーク概要 
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 地域社会の連携を促し活躍できる人材育成の在り方 

-コミュニティづくり講座（区特化型）の企画立案を通して- 
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